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公 開 講 演 会 

2026 年 1 月 26 日（月）15：00～17：30 

於 九段会館テラス コンファレンス＆バンケット、オンライン併用開催 
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高齢時代の金融・保険リテラシー 
 

家森 信善 氏 
（神戸大学 経済経営研究所 教授） 

 

皆さんこんにちは。神戸大学の家森です。高齢時代の金融・保険リ

テラシーというタイトルにしていますが、これには 2 つの意味があり

ます。個人としての高齢期の問題と、高齢化が進んでいる社会にとっ

ての問題です。本日は、この 2 つの意味で保険・金融リテラシーを議

論したいと思います。 

 

＜家森信善（やもり のぶよし）＞

1988年神⼾⼤学⼤学院経済学研究科修⼠課程修了。名古屋⼤学教授、同総⻑補
佐などを経て、2014 年より神⼾⼤学経済経営研究所教授。2016年同副所⻑、
2021年同所⻑。2023年より同地域共創研究推進センター⻑。

2023年名古屋⼤学名誉教授。
保険関係では、⽣命保険⽂化センター評議員会会⻑、⽣命保険協会代理店業務

品質審査会委員、損害保険事業総合研究所⾮常勤理事などを務めているほか、こ
れまでに⾦融審議会・保険会社のグループ経営に関する規制のあり⽅WG委員、
⾦融審議会・保険商品・サービスの提供等の在り⽅に関するワーキング・グルー
プ委員、⾦融庁・⽕災保険⽔災料率に関する有識者懇談会委員、⽇本損害保険協
会・⾃賠責保険付加率に関する第三者委員会委員⻑などを歴任。また、⾦融経済
教育に関しては、⾦融経済教育推進機構（J-FLEC）運営委員会委員⻑、⽇本証券
業協会「⾦融・証券教育⽀援委員会」公益委員、⽣活経済学会副会⻑、⽇本保険
学会理事、⽇本FP学会理事などを務めるほか、⽇本FP協会理事などを歴任。
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本題に入る前に、私の自己紹介を少しさせてもらいます。今日ここ

で講演させていただくのは神戸大学の教員としてですが、生命保険文

化センターの評議員会の会長をしておりますので、その立場から、本

日 50 周年記念に皆様来ていただきまして本当にありがとうございま

す、というお礼をまず申し上げておきます。これまでに、保険関係の

いろいろな公職を務めさせていただいてきました。また、現在、金融

経済教育推進機構 J-FLEC の運営委員会委員長を務めております。 

 

今日はこれから 7 つほどの節でお話をしていきたいと思います。 

 

【日本の保険教育を支えてきた生命保険文化センター】 

最初にまず生命保険文化センターの宣伝をさせていただきたいと

思います。生命保険文化センターは 50 年間にわたって事業を展開し

てまいりました。一言で言うと日本の保険教育を支えてきたというこ

とだと思います。 

大きく 4 つの観点で活動をしてきました。1 つが中立・公益的な立

場から生命保険の健全な発展を支えてきました。この部分では信頼で

きる情報を提供するということです。2 つ目は、自らデータを作ると
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いうことで、実態を明らかにするために様々な調査を実施してきまし

た。生命保険についての実証的な議論をする多くの文献が生命保険文

化センターの調査を使っています。50 年近く調査を継続してきたので、

昔はどうだったのかということも調べられます。3 つ目は、保険・金

融リテラシーを高めていくためには具体的な行動をしないといけない

ので、実際に講師を派遣して授業や講演をしています。4 つ目は、こ

うした活動の土台になりますが、学術研究への支援です。保険教育の

質を高めるために、学会に大きな貢献をしていただいております。今

の保険学会の研究者はいろいろな形で生命保険文化センターのご支援

を受けて研究をされてきた、ということです。 

今日お話をさせていただきますように、高齢社会の中で、今後、一

層、生命保険文化センターの役割が重要になります。現役世代につい

ては老後へ備えるということを考えるためのリテラシー、引退後の世

代については、資産を取り崩していくプロセスにあるわけですので、資

産を取り崩しながらいかに安心していられるか、というリテラシーを高

めていく必要があります。このような意味で、現役・引退両世代にとっ

て重要な役割を今後も生命保険文化センターに期待したいと思います。 

【高齢期の金融・保険リテラシーの問題について】 
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高齢期の金融・保険リテラシーをなぜ問題にするかということです

が、4 つの論点がしばしばあげられています。1 つ目は、明らかです

が、高齢社会が到来しています。高齢化率については、もうすぐ 40%

になります。平均余命が伸びているので、引退してから生活する期間

がどんどん長くなり、その部分のコストをいかに賄うかが大きな問題

になっています。社会として考えると、特に認知機能に課題を抱える

高齢者が急速に増えており、社会に負荷がかかるということもありま

す。 

2 つ目は、金融ビジネス的な話にもなりますが、日本で金融資産を

誰が持っているのかを調べた調査によると、高齢者が多くを持ってい

ます。そうすると、やはり金融ビジネスとして考えても、高齢者に対

してどのようなサービスを提供するか、またそういうサービスの受け

手である高齢者の皆さんがどのような状態にあるかを知っておくこと

は非常に重要です。認知能力が低下すると、金融資産の運用について

大きな障害が出るのではないかとの指摘などもあります。 

3 つ目は、ますます金融が複雑になり、かつ老後が長いということ

で、金融庁で以前 2000 万円問題という指摘があったように、引退時に

一定の金融資産を持っている必要があるということは常識になってい

ます。そうするとその金融資産をいかに運用するのかが重要になって

います。相続や介護の観点で、子世代にとっても問題になります。4 つ

目は、金融経済教育という点です。学校教育はどんどん充実してきて

います。社会人教育についても近年拡大傾向にあるものの、後ほど説

明いたしますが、高齢者教育については体系的な提供がまだ弱いのが

現状です。 
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【金融面から見た高齢社会の現状】 

 
ここからはいくつかの統計を見ていきます。今申し上げたように高

齢期の重要性を見るための統計です。高齢化率が、2024 年までどんど

ん上がっていきます。1950 年頃には数パーセントしかなかったものが、

もう 40%になっていきます。高齢者が普通の社会になっていきます。

社会のシステムとして備える必要があるということです。 
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こちらは平均余命が長くなっているということです。平均寿命が長く

なるだけではなく、例えば 2024 年の簡易生命表で言うと女性の場合 65

歳から平均で 25 年間近く生きられます。さらに今の平均余命表を使う

と、女性の 65 歳の方のうち 2 割は 96 歳以上生き、1 割は 99 歳以上生

きるということが統計的には予測されています。この長い期間をいかに

準備しておくか、ということを考えておく必要があるということです。 

 

こちらは、高齢社会白書から取ってきた金融資産の統計です。2019

年が一番新しい統計です。37%が 70 歳以上、60 歳から 69 歳が 26.5%

ということですから、6 割の金融資産が 60 歳以上の方の手元にあると

いうことになります。この方々の金融ニーズにいかに対応するかとい

うことが重要な問題になります。今日は議論が十分にできないのです

が、高齢者の間では、資産格差が非常に大きいという事実もあります。

多くの資産を持っている方々と、全くないという方々がいらっしゃい

ますが、資産を持たない方については金融ビジネスとしてはなかなか

解決策がなく、社会政策として対応することが必要ですし、現役世代

の間にしっかりと貯蓄をしてもらって、将来、無資産にならないよう

にする努力が行われるべきだということになります。 
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こちらは世代別の株式の保有状況です。60 代前半の方で株式を持っ

ている比率が高く、それ以上の高齢者になると徐々に減っていきます。

しかし、例えば認知能力がなくなって株式がそのままにされていると

いうことになると、資本市場の機能が十分に発揮されないのではない

かという議論があります。 
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こちらは、認知症や軽度認知障害を持つ高齢者の人数や比率の予測

値です。これも高齢社会白書から取ってきました。徐々に増えてきて、

2 割近いところへ上がってきています。認知症や MCI の方々がそれぞ

れ 600 万人超というオーダーでいらっしゃる社会だということです。 

 
ここで、「ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査」を見て

いただきます。「将来、判断能力が不十分になったときに株や証券、保

険などの金融資産を家族や成年後見人にどのように扱って欲しいです

か」という問に対して、「そのまま保持する」、「適切に運用する」とい

う回答は、15.7%と 31.9%で 5 割近くあります。「保持していない」や

「回答したくない」を除くと、「そのまま保持」という、要するに今株

を持っているなら株はそのまま運用しておきたいという方、状況に合

わせて変化しながらも適切に運用したいという「適切に運用する」方、

現金化してキャッシュで置いておきたいという方は、1 対 2 対 1 とい

うことでした。したがって、75%はなんらかの形で運用してリターン

を得たいと思っていらっしゃるということが分かります。ところが、

現実にはなかなかこれをやるのが制度的に難しいところがあり、制度

的な手当が必要だという指摘もあります。 
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では、どのようにして現在備えられているかというと、やはり預貯

金が圧倒的に多く、次に生命保険、年金保険や終身保険で対応され、

その次が NISA や証券ということです。こういうものが現実に活用さ

れていますが、今後ますますそれぞれの特徴を理解して、資産を管理・

運用していくことを考えていく必要があります。  

 

【行政や生保業界の対応】 

ここからは、このような社会環境の下で、行政や生命保険業界でど

のような対応が行われているのかを簡単に触れたいと思います。 
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まず、冒頭に申し上げましたとおり、J-FLEC が 2024 年 4 月に設立

されました。現在、J-FLEC では 3 つのステップを考えています。1 つ

は講師を派遣して勉強する機会を作る。次に、集合研修だけではなく、

1 対 1 で相談をするという機会も作ろうとしています。1 回目は少な

くとも無料で受けていただけます。ステップ 3 というのが、2 回目以

降、数回は割引で個別相談を受けてもらおうというものです。 

金融リテラシー・マップのなかで、必要な時に外部に相談するとい

うのが重要なリテラシーとされています。例えば、今病気になったら

お医者さんに行くというのは、ある意味当たり前のリテラシーです。

大昔だと、体調が悪くなると祈祷をしたわけですが、今は病院に行く

というリテラシーに変わっています。今後金融について不安が出た時

に祈祷するのではなくて、専門家へ相談に行ってみようというのが普

通になることを目指しているのです。そういうものが金融リテラシー

の重要部分なのです。ただ、最初は難しいので、入口のところでは無

料で経験してもらおうということなのです。 

それとともに、認定アドバイザー制度というものも創設しました。

そういう相談に行くときに誰が信頼できる人なのかが問題になります。
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お医者さんだと医師免許を持っているということでわかるのですが、

金融についてはそうしたものがありませんでした。そこで、しっかり

と見極められるように認定アドバイザー制度を設けようということに

なりました。現在すでに多くの方々がこの認定アドバイザーになって

くださっています。 

 

 
金融庁は、これからの 1 年間の事務年度において、どんなことをす
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るかというのを、金融行政方針という文書に毎年まとめています。現

在、2025 事務年度が進行中ですが、例えば家計の安定的な資産形成の

支援という観点で、若者から高齢者まで全国民の金融リテラシーを向

上させることを政策目標にあげています。そして、J-FLEC を活用して

いくということを述べていますし、「利用者に寄り添った対応」という

ところで高齢者の問題を扱っています。とくに高齢者については、認

知・判断能力が低下した顧客に対して、ここに説明しているような金

融手段を活用することを金融機関に勧めていく、ということを言って

います。2024 年度の金融行政方針でも同じことを述べています。 

金融庁としては継続して高齢者の金融問題を重要な政策課題にあ

げているということです。現役世代について言えば長い老後への備え

を促す金融経済教育、高齢者については高齢期のお金の使い方に関する

金融経済教育、それから認知能力の低下した高齢者に対する金融サービ

スの在り方、このようなものが大きな課題になっているということです。 

 
こちらは高齢社会白書からまとめたものです。リバースモーゲージ

とは、保有資産の活用方法の一つで、住宅を担保にお金を借りるイメ
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ージです。リバースモーゲージのような新しい商品を使うかはお客さ

まの状況によるわけですが、さまざまな選択肢が生まれてきました。

そういう制度を少しずつ普及させ、使いやすいようにしようというこ

とが政策的に行われているのです。ただし、顧客本位の業務運営とい

うことは高齢者に対して重要です。これは高齢者だけに対して必要な

わけではありませんが、こうした基本的な姿勢をしっかりやることが

高齢社会においても重要であるということが指摘されています。 

 

 
政策イニシアティブとしては、2019 年の G20 福岡ポリシー・プライ

オリティがあります。これは、高齢問題についての重要な国際的な政

策イニシアティブの合意です。例えば、「デジタルと金融リテラシーを

強化しよう」と提唱しています。先ほど J-FLEC のところで申し上げ

ましたが、ファイナンシャルプランニングや金融の相談をしっかり受

けられるようなことをしていこうということも政策課題として国際的

に合意しているのです。 
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生命保険業界や生命保険文化センターとしても、ホームページや、

出前講義、その他の様々な印刷物の作成など多様な活動をされていま

す。これらの資料は、ホームページで全部見られますので、こういう

もので勉強する機会を提供されています。 
 

【金融・保険リテラシーと現状】 

次に金融リテラシーや保険リテラシーとはどのようなもので、その

現状がどうなっているかを説明します。 
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2023 年に J-FLEC を創るために国会で金融サービス法が改正されま

した。その時に衆議院と参議院の委員会で付帯決議が行われました。

こういう法律を作る際に、法律の中には入れないけれどもこういう点

に気をつけて行政をしなさい、ということが書いてあります。その中

では、金融リテラシー・マップを、我が国の金融教育の基本として、

これに従って金融教育を推進しなさい、というふうに書かれています。

したがって、法律には載っていないものの、基本的にはこの金融リテ

ラシー・マップに沿って、今は金融経済教育を行うということになっ

ています。 

家計管理、生活設計、金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金

融商品の利用選択、それから外部の知見の適切な活用という 4 つに分

かれており、それぞれについて細分化され、さらにそれが各年代でど

のようなことを教えたらよいかということが書いてあります。例えば、

家計管理のところの高齢者部分をここでは切り出しています。リタイ

ア後の収支計画に沿って収支を管理し、改善のための必要な行動が取

れると書いてあります。保険商品のところでは、高齢期における保険

加入の必要性・有効性や保険の種類を理解しているというようなこと

を教えていく必要があるというふうに言っています。外部知見の適切

な活用とは、必要な時にはアドバイスを求めるということです。若い
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時からそういったリテラシーを持ってもらえるように教育していくと

いうことです。高齢層でもそういうことをしっかりできるようにして

いくというのが課題になっています。 

 
保険・金融リテラシーの現状はどんなものかを生命保険文化センタ

ーの「生命保険に関する全国実態調査」からご紹介したいと思います。

冒頭で述べたように、生命保険文化センターが長期にわたって実施し

ている重要な調査の 1 つがこの全国実態調査です。その調査では、最

近、金融知識や保険知識に関する質問項目が増えました。一番新しい

調査での「2 人以上世帯の家計」の結果をあげています。 

金融に関してあなたはどの程度詳しいですかと尋ねたところ、「あ

まり詳しくない」というのが 31%、「全く詳しくない」というのは 23%

でした。保険についても同じぐらいで、金融や保険に詳しくないと思

っている人が半分を超えています。金融や保険に自信がないという

方々が多いことが分かります。年代別には、配点を 2 点から－2 点に

していますので、プラスで大きければ大きいほど自信があるというこ

とですが、60 代のあたりが－0.65 なので一番大きくなっています。相

対的に言えば、60 代の前半は最も自信を持っています。ただ、それで
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もマイナスであるということです。金融や保険について重要な勉強の

機会というのは、仕事や家庭生活をしながら、保険のことを知る、金融

のことを知る、というのが多いようです。したがって、経験とともに知

識が上がっていくということから 60 代がピークになるのでしょう。し

かし、70 代になるとそれが落ち始めているということも分かります。 

 
保険知識と金融知識の主観的な評価の関連性を見てみます。例えば、

金融がかなり詳しいと思っていらっしゃるのが 102 人です。そのうち

保険も詳しいとおっしゃっているのが 56.9%です。どちらも得意とい

う方も多くいらっしゃるものの、金融はかなり詳しいと思っていても

保険についてはどちらとも言えないとか、あまり詳しくないというよ

うな方もおられます。逆の方もおられます。つまり、金融の知識と保

険の知識はやはり別の部分があり、保険にとって重要な部分は金融教

育とは別に保険教育として教える必要があるのだろうと思います。そ

れから、同じような金融資産を持っている人でも、金融リテラシーが

高い人ほど将来の不安が小さいということが分析の結果として分かっ

ています。つまり、知ることで、問題が何であるかということを認識

することができ、不安が減るということなのだろうと理解できます。  
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ここで、どんなことを知るといいのかということで、J-FLEC の教材

からご紹介します。J-FLEC は、年代別に金融リテラシー・マップが分

かれているので、それに合わせて年代別に教材を作っています。その

うち、ここでは一般（シニア層向け）というものの一部を持ってまい

りました。ホームページにありますので、そちらを見ていただきます

と全編が見られます。目次は、豊かな老後のために、終活を考える、

成年後見制度、贈与・相続、金融トラブル、相談窓口というものです。 
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資産寿命を延ばす選択肢を考えます。例えば 65 歳で仕事が終わっ

た時にどうしたらいいかということです。1 つは再就職して長く働く

ということです。今までのお金の使い方とは違う方法をするというこ

と、つまり家計を見直すという方法もあります。さらに、資産を計画

的に取り崩すということになりますが、そのスピードをコントロール

するためには分散投資をするなどの工夫があるということです。 

 

 

これは、投資をすることの効果を示しています。利回りが 0 だと 87

歳でお金が尽きるのですが、利回りが 2%だったら 99 歳までお金が尽

きないのです。わずか 2%でもそれだけ差があるということを理解し

て、それでも嫌だという方に「やれ」というわけではもちろんないの

ですが、1 つの選択肢としてこういうことを考えてみたらどうですか、

ということが書かれています。 

 



高齢時代の金融・保険リテラシー 

―72― 

 
その他の話題として、終活、遺言書、成年後見制度、金融トラブル

に関して、高齢者の方が勉強しておいたらよいと思うことを J-FLEC

なりにまとめたものの一部です。こういうものを参考に勉強してみた

らどうですか、というものです。 

 

 
さらに J-FLEC では個別相談を行っています。自分一人ではよくわ
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からないという方は、J-FLEC の各種のサービスを使ってくださいとい

うことも書いています。ここにいらっしゃる皆さん方も周りの方にご

活用を促していただければありがたいと思います。 

 

【高齢者の金融・保険リテラシー調査からわかること】 

ここから、私が金融経済教育や保険教育に関して行ってきた調査か

ら、いくつか興味深いものをご紹介したいと思います。 

 

 
まず、2019 年に 60 歳から 79 歳の方 1000 人に調査をいたしました。

以下の調査はすべてウェブを使った調査です。ここでは、「ご自身の人

生を振り返って金融資産の管理能力が最も高かったのは何歳頃だった

と思いますか」と聞いた結果です。そうすると、特に後期高齢者とし

て 75 歳から 79 歳の結果を見ていただきますと、50 歳代とか 60 歳代

というのがだいたい 1/4 ずつで、70 歳代以降になるとかなり減ります。

ほぼ同じままというのが 15%ほどいらっしゃいますが、基本的に、70

代以降というのは、自信が落ちていくのだろうということが分かりま



高齢時代の金融・保険リテラシー 

―74― 

す。これは、先の生命保険文化センターのアンケートでも 60 代のとこ

ろが一番自信があったのと符合しています。 

 

 
また、「これまでの人生で金融知識を高めるきっかけになった出来

事として重要だったものを全て選んでください」という調査も行いま

した。金融リテラシーを学校で勉強してもらう時はある程度強制的に

実施できます。社会人になるとそんなことを街角でやるわけにもいき

ません。市民講座をやりますと言っても、関心のない層は来てくれな

いのです。したがって、どういうふうにしてきっかけを与えるかとい

うのが重要になります。調査をすると、やはりきっかけがあります。

この調査でみると、自身の退職というのが圧倒的に多いです。退職の

間際になって老後のことを考えないといけないと思い、金融知識を増

そうとされるというのが実態としてあります。これはこれで悪くはな

いものの、本来はもっと早くから準備をするに越したことはないので

す。早くからやってもらうということが重要です。同時に、退職のと

きにしっかり勉強してみたいと思われる方が多いということから、や

はり退職時期をうまく活用して、その方々に対して、金融経済教育、
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保険教育をしっかりと提供していく枠組みを作っていく必要があると

思われます。 

 

 
この方々に、「退職した頃に退職金の資産運用や老後の生活設計に

ついてのセミナーに参加したことはありますか」ということも聞いて

みました。1/4 ぐらいの方々は退職の頃に少し勉強したということで

す。全体として見て、実際にセミナーに行ったという方々は 2 割強で

した。男性で約 25%、女性だと約 11%です。なかなかこういうことを

勉強したといっても、実際にセミナーまで行く方は少ないのです。し

たがって、「今の金融知識はどうですか」というのを聞いてみると、そ

もそも「わからない」という方々もかなりいらっしゃるし、「平均より

もかなり劣る」と思っていらっしゃる方々も多く、この人たちの知識

をどのように高めていくかというのがこれからの課題です。これまで

は政策的な努力があまりなく、いわば自然体でやっていたのです。自

然体でも確かに 1/4 ぐらいの方々は退職時に勉強に行っておられます

が、これをもっと高い比率にしていかないと、自信がないという方々

が多い状態は変わりません。 
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次に、「高齢者の認知機能と金融行動に関する調査」を 22 年 9 月に、

今度はもう少し人数を増やし、かつ 89 歳までの 80 代も含めて実施し

ました。これもウェブ調査です。あらかじめこうした調査の限界を申

し上げておきますと、やはり 80 代でウェブ調査に参加できるという

ことなので、認知機能のしっかりした方々だということになります。

認知能力に問題のある方に対しては聞けていないという課題がある点

は、正直なところであります。しかし、そういう方々へはアプローチ

できないので、まず 80 代の元気な方の意見を聞いているというふう

に思ってください。 

主な結論の 1 つは、金融リテラシーに関する自己評価は加齢ではあ

まり変化しないということです。しかし、客観的な点数はかなり顕著

に落ちています。主観的な評価と客観的な評価の間にずれが生じてい

ます。子どもの運動会に行って走るとき、お父さんが 100m ぐらい楽

に走れるはずだったのに 30m ぐらいでつまずいてしまうということ

がよくあります。それと同じようなことが 60 代、70 代、80 代の金融

の自己評価で起こっています。それから 80 代になると、株式投資をや

めるなどの対応をしている方が増えているのですが、同時に何もして
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いないという方々も依然として多いということです。それから、心身

機能が低くなっている方ほど、老後の資金の管理支援を求める傾向が

あるものの、何をしたら良いのか分からないというふうにお答えにな

っている方々が多いということです。 

 

 

まず、60 代から 80 代の 5 歳刻みで回答結果を整理しました。顕著

に差があるものや、金融として重要なものを持ってきたのですが、新

聞を読むことについては、60 代前半を 1 とすると、70 代、80 代は新

聞をよく読んでいます。60 代は、30 代と比べたらはるかに高いのです

が、70 代、80 代と比べると、やはり 60 代は若いという感じになって

います。他の部分で、例えば、カードの年会費を考慮するというのは

ほぼ横ばいで年齢による違いはなく、金融は苦手という意識は、むし

ろ 60 代の方が高いぐらいになっています。 
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次に、金融に関する知識の自己認識を見ると、上の方から詳しい、

とても詳しい、それから一番下の方が、最も詳しくないということで

す。だから、上の方が多いほど詳しい人が多いということです。70 代

前半で少し詳しい人が多いという傾向がありますが、全体としてはほ

ぼ同じだということが分かります。主観的には金融知識は年齢を重ね

てもそれほど下がらないということです。 
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ところが、客観的な金融知識の水準をみると違ったことがいえます。

客観的な金融知識をどのように測るかについて詳しいことは申し上げ

られませんが、世界的にこれを聞きましょうということが決まってい

る、3 大質問というのがあります。3 大質問だけでは分散が出てこない

ので、金融の原理に関するものや、金融の制度に関するものなど 30 問

ほどの質問を行って、その正答率で金融知識の客観的な水準を測ろう

ということにしました。今回の調査結果によれば、70 代において「制

度」というのはやや高くなっているものの、やはり 80 代になると明ら

かに落ちております。客観的な金融知識の水準は、70 代は横ばいかも

しれないけれども、80 代になるとかなり落ちるというようなことが明

らかになっています。結局、やはり高齢者になると金融知識について、

元々知っていたとしても忘れていくということかもしれませんし、あ

るいはこういう問題をしっかり読むことができなくなるということか

もしれません。後者だとすると、例えば保険の約款をきちんと見ると

いう点で、やはり差が出てくる可能性があるということになります。 
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次に、「年を取るにつれて自分の認知能力が低下していくかもしれ

ないと考えて、金融取引の面で気をつけていたり、実行したりしてい

ることはありますか」と尋ねた結果です。高齢者になると、例えば株

式投資をやめましたとか、金融取引を家族に任せる準備をしていると

いうお答えや、銀行などの預貯金口座を整理したという回答が多く出

てきています。準備をされている人もおられます。しかし、何も気を

つけていない、実行していないという回答は、例えば 60 代前半に比べ

れば圧倒的に低いものの、絶対水準として言うと 80 代後半でもまだ

40%の方々は一つもやっていないとお答えになっています。こういう

状況があるのです。 

 

 

それから、「老後資金の管理についてどのような金融機関のサービ

スを望みますか」を尋ねてみました。遺言状や財産目録のところでは、

他の世代よりもお願いしたいと思っている人たちが少し多いものの、

「特にない」というのが 80 歳代後半でも 55%あります。80 歳代前半

だと、65%です。これは 1 から 8 のサービスについて知らないのか、
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あるいはこういうものはお客さま方の本当のニーズをまだ捉えきれて

ないのか、どちらかは分かりませんが、サービスを望むということも

ないのです。この比率について、例えば身体能力や、物覚えが悪くな

ったというものでインデックスを作り、それとの関係を見ると、心身

能力が低下している方々は、こういうサービスを望むと答える傾向は

強いものの、そういう方々でも多数は、「特にない」という回答を選ば

れているのが現実です。そのため、まずはこういうサービスがあるの

だということを知ってもらい、かつ、こういう方々に本当に有用な、利

用したくなるようなサービスをこれからも考えていく必要があると思

います。 

 

 

最後に、「証券業界では、80 歳以上の高齢投資家に対して、複雑な

金融商品を勧誘した場合、その日に受注できないという自主ルールを

設けています。そのようなルールがあることについてどう思いますか」

と尋ねてみました。「金融トラブルを防ぐ上で望ましい」とお答えにな

る方々が 4 割ぐらいいらっしゃる一方、認知能力が高い高齢者に対し
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てこれは失礼な話だ、と思われる方々もあります。本来はそれぞれの

認知能力に応じた対応を取るということが必要なのですが、なかなか

お客さまの認知能力を知ることができないという現状もあります。こ

ういう取り扱いについては、高齢者の間でも意見が二分されていると

いうことです。 

 

【まとめ：高齢社会における課題と対応の方向性】 

 
最後に私の講演をまとめます。まず、高齢化・長寿化で求められる

こととしては、現役世代にとって言えば、長い老後のための資産形成

が必要で、今から現役世代にも金融教育を行って、金融リテラシーの

必要性を理解してもらう。そして具体的な行動をしてもらう。それか

ら、高齢期の方々について言うと、いかに上手に取り崩していくか。

J-FLEC の資料にもありましたように、少し利回りがつくと資産が尽き

るまでの期間をぐっと延ばせます。資産運用を上手に生活の中に入れ

ていくということが大事になります。それから、死亡後の相続や、承

継への備えという終末期の課題も、今日は触れることがほとんどでき
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ませんでしたが、重要です。金融経済教育として、皆様方にしっかり

とした金融リテラシーを身につけてもらうことが重要です。 

私の研究では、同じような経済状態の場合、金融リテラシーが高い

人ほど不安が小さいことを示しています。したがって、しっかりと金

融リテラシーを高めることが不安の軽減になります。特に難しいこと

に直面したら、専門家に相談するというリテラシーをつけていくこと

が重要ではないかと思います。 

最後に、政策や業界への示唆です。専門家に相談をしましたという

方に、専門家は誰ですかと聞くと、FP と答えるのはまだごくわずかで、

金融機関の方に相談したというのが圧倒的に多いです。ということか

らすると、お客さま方は金融機関の職員の方を金融の専門家だと思っ

ておられるのです。まさに顧客本位の業務運営を実践していただくこ

とが大事になってまいります。だから、保険会社に相談をすることで、

保険を売るためのことではなくて、もちろんソリューションとして保

険が役に立つ場合にはそれを提供していただけばいいのですが、公正

な立場で情報を提供し、相談に乗れるような体制ということが極めて

重要です。保険会社の皆様にとって、自分のところでやると利益相反

になるのであれば、生命保険文化センターにお願いをするとか、J-

FLEC を紹介していただくということが大事かなとも思っております。

その他もここに記載したような課題がありますが、時間となりました

のでここまでとさせていただきます。どうもご清聴ありがとうござい

ました。 

 

質疑応答 

（質問者 A） 

先生のお話をお伺いして、高齢時代における金融保険リテラシー向

上は重要なものであると改めて認識するとともに、我々保険業界にお
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いては、どのような対応をすべきか思いを馳せているところがありま

す。先生のおっしゃる顧客は知ることで不安を軽減できるという観点

では、保険募集人等による丁寧な顧客対応が一層重要なものになると

いうふうに考えますが、営業職員などの保険募集人側も高齢化が進ん

でいる実態もあるかというふうに考えています。顧客の立場に立った

時に、同じ世代の方がより安心して話ができるなど、高齢の保険募集

人などが顧客対応をすることによる良い面もあるとは思いますが、一

方で先生にお話しいただいた課題がそのまま高齢の保険募集人などに

当てはまる部分もあるというふうに言える気もいたします。少し趣旨

がずれているかもしれませんが、保険募集人などの高齢化といった観

点で、高齢時代の金融保険リテラシーにおける保険会社、保険募集人

など、金融機関における顧客対応のあり方について先生のお考えをご

教示いただければ幸いです。 

 

家森先生 

大学で勉強しているだけではなかなか気がつかない問題です。日本

全体が高齢化していますので、営業職員の方々の高齢化というのも確

実に進んでいくことになりますので、それはまさに現場のリアリティ

のあるご質問だと思いました。個人差はもちろん大きいのですが、私

の調査でもお示ししましたように、一般的に高齢になると金融資産の

管理能力が低下する傾向がみられるということですから、高齢の募集

人の方についても、当然ながら例外ではありません。意図せず不適切

な勧誘につながってしまうリスクを意識しておく必要があると思いま

す。 

一方でご指摘のように、高齢の募集人の方が持つ共感力や経験値と

いうのは大きな強みでもあります。お客さまに寄り添った対応を行う

ためには、知識のアップデートを継続していただくことが重要で、こ

ういう高齢者の強みを活かしつつ高齢者の募集人を意識した適切な研
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修方法を考えていく必要があると感じました。 

それから、高齢化への対応としてデジタルを活用しましょうという

ことを G20 のイニシアティブで紹介しましたが、デジタルの活用も有

望だと思います。例えば、保険契約を締結する際に、高齢の募集人が

必須のプロセスを忘れてしまうというヒューマンエラーが起こりえま

すが、ここをやらないと次に進めないといった簡単な仕組みも含めて、

ヒューマンエラーを未然に防ぐような仕組みを、デジタルを使いなが

ら取り入れることで、高齢の募集人が、強みを活かして営業を続ける

ことが可能ではないかと思います。こうした仕組みは、インクルーシ

ブの考え方で言えば、若い営業職員にとってもミスのない業務品質の

高いサービスを提供できることになります。高齢者の職員のためと言

って考えるのではなく、みんなの業務品質を上げて顧客本位の業務運

営を行うということになります。このように、デジタルを使ってヒュ

ーマンエラーをなくすことを考えていくということが有用ではないか

と感じました。 

 

（質問者 B） 

リバースモーゲージのお話が少し出てきたかと思いますが、その有

効活用につきましては、一つの重要な視点ではないかと思っています。

そもそも日本では高齢者の持ち家率が非常に高いというふうに考えて

います。内閣府の高齢社会白書によると 84.5%というような数字もあ

りますが、他方ではリバースモーゲージの活用はかなり限定的なよう

です。例えば代表的な商品であるリバース 60 については、2009 年の

制度開始から 2024 年までの累計件数は対象世帯のごくわずかに過ぎ

ないという統計もあるようです。なぜこのようなギャップがあるとお

考えか、また、何が普及の阻害要因になっているかというようなとこ

ろをお伺いしたいです。 
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家森先生 

ありがとうございます。実は、私は、国土交通省に設置されている

住宅金融支援機構の外部評価の有識者委員会委員を長く務めておりま

す。リバース 60 の普及について、色々工夫をされていることを毎年聞

いています。大きな問題になるのは、長生きのリスクです。自宅を担

保にお金を借りて、死後にその自宅を売却して借入を返済するという

のが基本構造ですので、借入枠や資金計画との関係で資金が不足する

不安があります。それを保険などの形で対応しようと取り組んでいま

すが、やはり完全には解決できません。また、亡くなったあとにその

家を売り、それで借金を返してもらうというスキームなので、売れる

家でないといけないということになります。全国的に空き家が増えて

いる中で、なかなか買ってくれる人が見込めない住宅も多く、そうい

う点でも難しいところがあります。海外では、何らかの意味での保険

的なものを政府が提供している場合もあるようでして、本格的に普及

させるには政府の関与が必要だという意見もあります。ただ、少しず

つ金融技術も発達をしてきて、そういうリスクをマーケットで対応で

きるようになっていくかもしれません。そのほか、リバース 60 は生活

資金には利用できないことになっています。普及していないもう一つ

の理由は、そもそもやはり我々がそういう選択肢があることを知らな

いことです。今後、どんな場合に有利なのか、売却して違うところに

住むのとどちらが有利なのか、という色々な点を考えながら選択して

いく時代になってきたと思います。 

 

（質問者 C） 

金融について考えるようになるタイミングとして退職が多いとい

うのは、退職されて収入がなくなって金融を考える必要が生じたとい

うだけではなく、仕事がなくなってようやく考える時間ができたとい

うようになったというのもあるのではないかというふうに思います。
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長すぎる勤務時間、長期間継続する雇用関係にメスを入れないと、金

融リテラシー教育の意識を、若い社会人も含めて抱かせるのは難しい

のではないでしょうか。 

 

家森先生 

日本の働き方の是非という高い次元からの話で、私もその通りであ

ると思いました。その上で、今日は高齢者に焦点を主におきましたが、

そもそも老後の入り口のときに、なるべくたくさんの金融資産がある

に越したことはないわけです。資産形成において一番重要なのは何か

というと、個別のどこの会社の株が上がるというのではなくて、時間

を味方にすることだと一般に言われています。72 の法則というのがあ

って、72 を金利で割ると大体倍になる年限が分かります。例えば利回

り 6%で計算すれば、12 年で資産が倍になるわけですから、36 年経っ

たら 2 の 3 乗で 8 倍になりますよということです。そうすると若いと

きからお金を少しずつ貯めて運用していくと老後にこんなにたまるよ

ねということなのです。やはり時間を味方にする必要があります。 

時間を味方にするのですが、資産運用のためにそんなに時間を使っ

てもらう必要は全くないと思います。それこそ NISA はそういう思想

で作っていると思っているのですが、利用を始めてもらったら基本的

にあとは忘れておいてください、あとは複利で回しておいてください

という、そういうことで十分だと思います。 

老後のことを考えるきっかけを作るのは重要で、今日の講演で申し

上げましたが、確かに退職というのは大きなきっかけですが、そのほ

かにもきっかけがあります。結婚したときとか、子どもが生まれたと

きとか、家を買うときとか、就職するときというのがあります。いろ

いろなきっかけを使っていくということは必要です。 

生命保険会社は本業として相当なことがやれると私は思います。生

命保険は、長期の目線でお客さまに提案する必要があり、基本的には
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若い方に老後のことまで考えてご提案になるわけですから、ライフプ

ランの作成と一体になるわけです。それはまさに老後について気がつ

くきっかけになりやすいわけです。今後、商品を売るというよりもラ

イフプランの中でこの保険がこういうふうに役立つというような形で

ご提案いただくことが重要です。まさに今日何度も言っているように

顧客本位の業務運営をしっかりやっていただくことが、いろいろな機

会に、お客さまに老後の資産形成に気づく機会を保険会社の方から与

えることになるのではないかと思います。 

 

 


